
（１）通常利用時間 ９時～２１時まで
（２）時間延⾧ ８時～９時まで （９時からご利用される場合）
※当施設に宿泊される場合は、２２時まで延⾧してご利用いただけます。

山口県スポーツ交流村

利用時間

利用方法

（１）利用条件・料金
〇研修室をご利用いただけるのは、指導者又は責任者を伴った５人以上の団体です。
※指導者又は責任者とは、高校生を除く１８歳以上の方となります。
〇スポーツ振興を目的とした利用、または体育館、プール、ヨット
ハーバーでのスポーツ活動との併用に限ります。

（２）受付方法
〇受付は、利用日の前月の１日から利用当日までとなります。
〇次のいずれかの方法で予約を受け付けます。
①「ひろしま・やまぐち公共施設予約サービス」に登録してインターネットからの予約
※ インターネットでは利用日当日の予約はできませんので、ご注意ください。
※ スポーツ交流村のホームページからご利用いただけます。
②本館受付窓口
③ＦＡＸまたはメール
※②又は③は、「施設使用申請書」（ホームページからダウンロードできます）の提出が必要となります。
※電話での予約は受け付けておりませんので、ご了承ください。

（３）予約の取消し
〇やむを得ず予約を取り消される場合は、「施設予約取消申請書」（ホームページからダウンロードできま
す）の提出、又はインターネットからの予約取消し手続きをお願いします。
〇使用日の１週間前までに取消し手続きがない場合は、使用されなくても利用料が発生しますのでご注意くだ
さい。
〇ご利用当日に利用条件人数に達しなかった場合は、予約されていてもご利用をお断りします。その場合も、
利用料を請求させていただきますのでご注意ください。

（４）鍵の交付
〇予約時間の５分前以降に、受付窓口で利用条件人数がそろったことを確認後、指導者又は責任者の方に研修
室の鍵をお渡しします。

（５）研修室の使用
〇研修室内へは、予約時刻まで入場することはできません。
〇第１研修室は机、椅子を収納しています。利用する場合は、利用団体で設営、片付けを行ってください。
〇必要がある場合は備え付けの掃除機で清掃を行ってください。
〇使用後は「使用後チェック表」に記入し、必ず原状復帰をしたうえで、鍵と一緒に返却してください。
（６）器具等の使用及び貸出
〇第１研修室内では、プロジェクター、テレビ、ＤＶＤ、音響設備、マイク、電子黒板をご利用いただけます。
設置器具や冷暖房、電源を使用する器具、視聴覚器具等を使用した場合、実費分を徴収いたします。なお、
電子黒板を第１研修室以外で使用する場合は、職員にご相談ください。

休館日

・毎月、第１・３・５水曜日

・１２/２８～１/３



注意事項

（１）ご利用をお断りしている方
〇感染症を罹患している方、体調のすぐれない方
（２）禁止行為
〇飛ぶ、跳ねる等の身体運動は慎んでください。
〇第１研修室での食事はできません。（飲み物可）


